
上記の事項につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上
の当社ホームページ「IR情報」欄（https://ki-group.co.jp/ir/library/）に掲載するこ
とにより株主のみなさまに提供しております。
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連　結　注　記　表

個　別　注　記　表

第32期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

ケイアイスター不動産株式会社



連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　22社

(2) 連結子会社の名称
株式会社よかタウン
株式会社つかさ
株式会社よかネットクラウド
ケイアイスターデベロップメント株式会社
株式会社旭ハウジング
ケイアイクラフト株式会社
ケイアイスタービルド株式会社
ケイアイネットリアルティ株式会社
ケイアイネットクラウド株式会社
カイマッセ不動産株式会社
ケイアイプランニング株式会社
株式会社建新
ホーム建創株式会社
ユニオン測量株式会社
ＢＲエステート株式会社
ＫＳキャリア株式会社
株式会社よかネットリアルティ２ｎｄ
Casa robotics株式会社
プロンプト・Ｋ株式会社
株式会社プレスト・ホーム
DRC TECH Holdings株式会社
KI-STAR REAL ESTATE AUSTRALIA PTY LTD

　株式会社フレスコは、全株式を譲渡したことに伴い、連結の範囲から除外しております。
　株式会社ハウスラインは、株式の一部を譲渡したことに伴い、連結の範囲から除外しております。
　ケイアイネットリアルティ１ｓｔ株式会社、ケイアイネットリアルティ２ｎｄ株式会社、ケイアイネッ
トリアルティ３ｒｄ株式会社、ケイアイネットリアルティ４ｔｈ株式会社は2022年１月１日を効力発生
日として合併し、商号をケイアイネットリアルティ株式会社に変更しております。
　東京ビッグハウス株式会社及び同社の子会社である東京ビッグハウスコミュニティ株式会社、東京ビッ
グハウスマーケティング株式会社、住まいの窓口株式会社は、株式の一部を譲渡したことに伴い、連結の
範囲から除外しております。
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２. 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し
ております。

市場価格のない株式等
　主として移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産
販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金

　個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　３～50年
② 無形固定資産（のれん及びリース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま
す。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 繰延資産の償却方法
① 社債発行費

支出時に全額費用処理しております。
② 株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準
① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を
計上しております。

② 貸倒引当金
債権の貸倒等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については、個別に回収不能額を算定しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等
を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。主要な事業における主な履行義務の内容及び収益
を認識する通常の時点については、（収益認識に関する注記）に記載のとおりです。

(6) のれんの償却方法及び償却期間
個別案件ごとに判断し、５年から10年間の定額法により償却しております。

(7) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、控除対象外消費税等を当連結会計年度の費用として処理しております。な
お、固定資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し、５年間で均等償却しております。
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販売用不動産 30,473,523 千円

（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、当連結会計年度の損益に与える影
響もありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、当連結会計年度の連結計算書
類に与える影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した科目であって、翌連結会計年度
に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるのは、次のとおりです。
販売用不動産の評価
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報
　販売用不動産については、個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）を採用しており、販売価格等に基づき算定された正味売却価額が取得原価を下回る場合には棚卸評
価損を計上しております。
　なお、正味売却価額は、景気動向や金利動向、不動産市況の悪化、競争激化による価格競争等の外部
要因、不動産関連税制や不動産及び金融関連の法制度・政策等の変化等、将来の不確実な条件の変動の
結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした条件が変化した場合、正味売却価額の算定結果が
異なる可能性があります。
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販売用不動産 2,387,002千円
仕掛販売用不動産 10,165,048 〃
建物 523,337 〃
土地 919,038 〃
計 13,994,427 〃

短期借入金 12,219,978千円
長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む） 1,537,485 〃
計 13,757,463 〃

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 76,950,000千円
借入実行残高 50,457,548 〃
差引額 26,492,451 〃

（連結貸借対照表に関する注記）
１. 担保に供している資産及び担保付債務

２. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

3. 財務制限条項
以下の借入金及び社債については、下記の通り財務制限条項が付されております。
（1）社債のうち3,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合に

は、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第２四半期および決算期の末日における連結決算の貸借対照表における純資産の部の

金額を13,000,000千円以上かつ前年同期比70％以上に維持すること。
・各事業年度の第２四半期および決算期における連結決算の損益計算書に示される売上高総利益率を

2.0％以上に維持すること。ここでいう売上高総利益率とは、売上総利益を売上高で除した比率を
いう。

（2）社債のうち2,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合に
は、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第２四半期および決算期の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額

を20,000,000千円以上、かつ、2022年３月期以降は前年度末日の純資産の部の金額の75％以上
に維持しなければならない。

・各事業年度の第２四半期および決算期の末日における連結貸借対照表から算出されるNetD/E倍率
の値が３を上回らない状態を維持しなければならない。本項において、NetD/E倍率とは、NET借
入金（有利子負債－現金及び預金）を純資産額（資本合計）で除した比率をいう。

・各事業年度の第２四半期および決算期の末日における連結損益計算書に示される経常利益を２期連
続して損失としてはならない。
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(3）短期借入金のうち28,710,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した
場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第２四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の損益計算書及び別途作

成される借入人単体の損益計算書に記載される経常利益をそれぞれ２期連続して損失としないこ
と。

・各事業年度の末日における借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の損益計算書に記載さ
れる経常利益をそれぞれ２期連続して損失としないこと。

・各事業年度の第２四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作
成される借入人単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月決算期又は直
前の事業年度の第２四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途
作成される借入人単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高いほう（同額である場合
は当該額）の金額の75％以上にそれぞれ維持すること。

・各事業年度の末日における借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の貸借対照表に記載さ
れる純資産の部の合計金額を、2020年3月決算期又は直前の事業年度の第２四半期の末日における
借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか
高いほう（同額である場合は当該額）の金額の75％以上にそれぞれ維持すること。

・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件ＬＴＶの値
が100％を超えないこと。

・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件在庫回転期
間が10ヶ月を超えないこと。

・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件Ｄ/Ｅレシオ
の値が以下の数値を超えないこと。

（単体）180％
（連結）230％

・各事業年度の第２四半期の末日及び当該事業年度の末日における借入人単体の貸借対照表に記載さ
れる現金及び預金の合計金額を50億円以上に維持すること。

（注）ＬＴＶ：ＮＥＴ借入金÷在庫
在庫回転期間：在庫÷（売上原価÷12）
Ｄ/Ｅレシオ：ＮＥＴ借入金÷純資産合計
ＮＥＴ借入金：有利子負債－現金及び預金

（4）短期借入金のうち20,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触し
た場合には、期限の利益を喪失いたします。
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を

2021年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％および直前の決算
期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持
すること。

・2022年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期にお
ける連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、
本号の遵守に関する最初の判定は、2023年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行わ
れる。
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4. 有形固定資産の減価償却累計額 1,452,025千円

契約負債 1,559,885千円

・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件LTVの値
が100％を超えないこと。

本件LTV＝Net 有利子負債（※1）÷在庫残高（※2）
（※1）Net有利子負債＝（短期借入金＋1年内償還予定の社債＋1年内返済予定の長期借入金

＋リース債務＋社債＋長期借入金）－現金及び預金
（※2）在庫残高＝販売用不動産＋仕掛販売用不動産＋未成工事支出金

・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件在庫回転
期間が以下の数値を超えないこと。

（連結）10ヶ月
本件在庫回転期間＝在庫残高÷（各決算期末日の売上高÷12）

・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件D/Eレシ
オの値が以下の数値を超えないこと。

（連結）275％
本件D/E レシオ＝Net有利子負債÷連結の純資産の部の金額

（5）短期借入金のうち1,541,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、同時に３個以上
に抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表におけ

る純資産の部の合計金額を、当該決算期の末日の直前の中間期の末日における借入人の連結貸借対
照表における純資産の部の合計金額の75％の金額以上に維持すること。

・2022年9月中間期以降、各年度の中間期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の
部の合計金額を、当該中間期の直前の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資
産の部の合計金額の75％の金額以上に維持すること。

・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期における借入人の連結損益計算書に示される経
常損益が損失とならないようにすること。

・2022年9月に終了する中間期以降、各年度の中間期における借入人の連結損益計算書に示される経
常損益が損失とならないようにすること。

・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される
経常損益が損失とならないようにすること。

・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の各四半期に係る借入人の連結損益計算書、当該各四半
期末及び当該各四半期末の前四半期末における連結貸借対照表の数値を用いて算出される棚卸資産
回転期間が、2四半期連続で 10ヶ月以上とならないこと。

（注）棚卸資産回転期間：棚卸資産÷売上原価

5. その他流動負債のうち、契約負債の金額
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株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 14,232,500 1,624,700 ― 15,857,200

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 1,352,078 95 2021年３月31日 2021年６月28日 利益剰余金

2021年11月９日
取 締 役 会 普通株式 1,823,470 115 2021年９月30日 2021年12月６日 利益剰余金

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 2,378,560 150 2022年３月31日 2022年６月28日 利益剰余金

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 発行済株式に関する事項

（注）増資及び新株予約権の行使による増加であります。

２. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

（注）１. 2021年６月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け業績連動型株式報酬制
度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金3,923千円が含まれております。

２. 2021年11月９日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員向け業績連動型株式報酬制度に
係る信託が保有する当社株式に対する配当金4,749千円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）１. 上記配当は、本株主総会の決議事項となっております。
２. 2022年６月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、この配当の基準日である2022

年３月31日現在で役員向け業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金
6,195千円が含まれております。
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新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる
株式の数

2019年ストックオプションと
しての新株予約権 普通株式 1,700株

３. 新株予約権に関する事項

（注）新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

（金融商品に関する注記）
１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、仕入計画及び設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調
達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借
入により調達しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
　完成工事未収入金、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把
握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
　営業債務である電子記録債務、工事未払金、未払法人税等については、そのほとんどが３ヶ月以内の支
払期日であります。借入金、社債については主に仕入や設備投資に必要な資金の調達を目的としたもので
あり、返済または償還日は決算日後概ね５年以内であります。これらは流動性リスクに晒されております
が、当該リスクに関しては各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新することに
より管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

資産
(1) 投資有価証券 377,962 377,962 ―
負債
(1) 短期借入金 56,864,048 56,864,048 ―
(2) 社債
　（１年内償還予定の社債を含む） 5,774,300 5,770,227 △4,072
(3) 長期借入金
　（１年内返済予定の長期借入金を含む） 23,359,186 23,300,313 △58,872

区分 2022年３月31日（千円）

投資有価証券 248,971

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 56,864,048 ― ― ― ― ―

社債 3,171,000 2,361,000 122,000 65,000 42,500 12,800

長期借入金 3,700,353 5,324,158 7,763,429 2,059,682 2,766,900 1,744,663

合計 63,735,401 7,685,158 7,885,429 2,124,682 2,809,400 1,757,463

２. 金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（注１）現金及び預金、完成工事未収入金、電子記録債務、工事未払金、短期借入金、未払法人税等は、短期間
で決済されるものであり、時価が帳簿価額に近似しています。

（注２）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は以下のとおりです。

（注３）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

その他有価証券
株式 373,765 － － 373,765
その他 － 4,196 － 4,196

資産計 373,765 4,196 － 377,962

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2022年３月31日）
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
短期借入金 － 56,864,048 － 56,864,048
社債 － 5,770,227 － 5,770,227
長期借入金 － 23,300,313 － 23,300,313

負債計 － 85,934,589 － 85,934,589

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2022年３月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

　上場株式は取引所の市場価格を用いて評価しており、レベル１の時価に分類しております。債券は取
引金融機関より提示された価格を用いて評価しており、レベル２の時価に分類しております。

短期借入金
　これらの時価は、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利
率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

社債（１年内償還予定を含む）、長期借入金（１年内返済予定を含む）
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）
報告セグメント

分譲住宅
事業

注文住宅
事業

よかタウン
事業

旭ハウジ
ング事業 建新事業

一時点で移転される財 124,375,453 2,429,474 25,465,770 11,591,528 14,724,648
一定の期間にわたり移
転される財 － － － － －

顧客との契約から生じ
る収益 124,375,453 2,429,474 25,465,770 11,591,528 14,724,648

その他の収益 － － － 14,325 34,430

外部顧客への売上高 124,375,453 2,429,474 25,465,770 11,605,853 14,759,079

報告セグメント
その他
（注） 合計東京ビッグ

ハウス事業
ケイアイ

プレスト事業 計

一時点で移転される財 1,638,308 1,237,622 181,462,806 2,363,834 183,826,640
一定の期間にわたり移
転される財 40,225 － 40,225 352,888 393,114

顧客との契約から生じ
る収益 1,678,534 1,237,622 181,503,032 2,716,722 184,219,755

その他の収益 52,457 － 101,214 67,090 168,304

外部顧客への売上高 1,730,991 1,237,622 181,604,246 2,783,812 184,388,059

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、中古住宅事業、不動産賃貸
業、不動産仲介事業等を含んでおります。
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当連結会計年度（千円）

契約負債(期首残高) 1,389,170

契約負債(期末残高) 1,559,885

　１. １株当たり純資産額 2,783円70銭
　２. １株当たり当期純利益金額 976円49銭

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（分譲住宅販売）
　分譲住宅の販売は、顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断し、一
時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定し、支払条
件は物件の引渡しと同時決済としております。

（注文住宅建築）
　注文住宅の建築請負は、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断
し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、取引開始日か
ら完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全に履行義務を充足した時点
で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測定し、支払条件は物件の引渡しと同時決
済としております。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約負債の残高等

　当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、1,225,933
千円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　個別の契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、
取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。
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（その他の注記）
　１. 連結計算書類に記載の金額については、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
　２. 当社は、役員向け業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該制度に係る信託が保有する当社株

式は、連結貸借対照表において自己株式として計上しております。当連結会計期間末における当該自己
株式の帳簿価額及び株式数は、77,356千円、41,300株であります。

　３. 世界的な新型コロナウイルスの拡大により、世界経済の悪化が懸念されております。新型コロナウイル
スの収束時期は不透明であり、当社グループの業績への影響を予測することは困難でありますが、提出
日現在において、会計上の見積もりに影響を与えるほどの事象が発生しておりません。従って会計上の
見積もりは新型コロナウイルスの影響を考慮しておりません。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
ります。

市場価格のない株式等
　主として移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金
　個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

２. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び2016年４月１日以後に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　　物　３年～50年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法を採用しております。
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３. 繰延資産の償却方法
(1) 社債発行費

支出時に全額費用処理しております。
(2) 株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

４. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上して
おります。

(2) 貸倒引当金
　債権の貸倒等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については、個別に回収不能額を算定しております。

５. 重要な収益及び費用の計上基準
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識しております。主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
については、連結注記表（収益認識に関する注記）に記載のとおりです。

６. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、控除対象外消費税等を当事業年度の費用として処理しております。なお、固定資
産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し、５年間で均等償却しております。
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販売用不動産 18,759,639 千円

（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、当事業年度の損益に与える影響も
ありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、当事業年度の計算書類に与える影
響はありません。

（表示方法の変更に関する注記）
　前事業年度において、「流動資産」に独立掲記しておりました「売掛金」及び「貯蔵品」は、金額的重要
性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
　前事業年度において、「無形固定資産」に独立掲記しておりました「ソフトウエア仮勘定」は、金額的重
要性が乏しくなったため、当事業年度より「ソフトウエア」に含めて表示しております。

（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した科目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるのは、次のとおりです。
販売用不動産の評価
（1）当事業年度に係る計算書類に計上した額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報
　当該注記については、「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」に同一の内容を記載している
ので、記載を省略しております。
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販売用不動産 1,008,271千円
仕掛販売用不動産 3,660,893 〃
計 4,669,164 〃

短期借入金 4,313,000千円
計 4,313,000 〃

当座貸越極度額 61,500,000千円
借入実行残高 39,266,910 〃
差引額 22,233,090 〃

4. 有形固定資産の減価償却累計額 774,951千円

株式会社旭ハウジング 3,943,990千円
株式会社建新 3,713,064 〃
ケイアイプレスト株式会社 262,216 〃
計 7,919,270 〃

短期金銭債権 810,457千円
短期金銭債務 178,810千円
長期金銭債務 10,000千円

（貸借対照表に関する注記）
１. 担保資産及び担保付債務に関する事項

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

２. 当座貸越契約

3. 財務制限条項
　財務制限条項については、連結注記表（連結貸借対照表に関する注記）に同一の内容を記載しているた
め、注記を省略しております。

5. 保証債務
子会社の金融機関からの借入に対し、以下の債務保証を行っております。

6. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
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営業取引による取引高 5,701,209千円
営業取引以外の取引による取引高 497,775千円

普通株式 41,433株

繰延税金資産
賞与引当金 111,447千円
未払事業税 161,408 〃
棚卸資産の評価減 12,259 〃
減損損失 187,120 〃
資産除去債務 18,954 〃
その他 82,788 〃

繰延税金資産合計 573,979 〃

繰延税金負債
合併受入時土地評価差額 15,207千円
資産除去債務に対応する除去費用 9,493 〃
その他 39 〃

繰延税金負債合計 24,740 〃
繰延税金資産純額 549,239 〃

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

（注）上記株式数には役員向け業績連動型株式報酬制度の導入に伴い、当該制度に係る信託が保有する
当社株式41,300株が含まれております。

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種類 会社等の名称
議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

子会社
ケイアイスター
デベロップメント
株式会社

100.0
資金の貸付
資金の借入
役員の兼任

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

2,013,648
2,263,848

11,208
関係会社預け金 696,273

利息の支払 100,000 関係会社
長期借入金 2,000,000

子会社 ケイアイクラフト
株式会社 100.0 資金の借入

役員の兼任
資金の借入
資金の返済
利息の支払

1,920,994
1,257,894

6,255
関係会社預り金 663,100

子会社 ケイアイスター
ビルド株式会社 100.0 資金の貸付

役員の兼任
資金の貸付
資金の回収
利息の受取

5,535,634
3,505,563

35,485
関係会社預け金 3,205,344

子会社 カイマッセ不動産
株式会社 95.0 資金の貸付

役員の兼任
資金の貸付
資金の回収
利息の受取

2,346,721
2,444,607

9,109
関係会社預け金 483,289

子会社 ケイアイプランニ
ング株式会社 100.0 資金の貸付

役員の兼任
資金の貸付
資金の回収
利息の受取

7,903,854
5,236,230

48,537
関係会社預け金 5,510,329

子会社 株式会社旭ハウジ
ング 100.0 債務保証

役員の兼任 債務保証 3,943,990 ― ―

子会社 株式会社建新 72.4 債務保証
役員の兼任 債務保証 3,713,064 ― ―

（関連当事者との取引に関する注記）
　子会社

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針
貸付および借入については、金銭消費貸借契約及びキャッシュ・マネジメント・システムによる取引
であり、金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２. 債務保証については、銀行からの借入金に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受領し
ておりません。

（収益認識に関する注記）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に関する注
記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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　１. １株当たり純資産額 2,339円68銭
　２. １株当たり当期純利益金額 700円02銭

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（その他の注記）
　１. 計算書類に記載の金額については、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
　２. 当社は、役員向け業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該制度に係る信託が保有する当社株

式は、貸借対照表において自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳
簿価額及び株式数は、77,356千円、41,300株であります。

　３. 世界的な新型コロナウイルスの拡大により、世界経済の悪化が懸念されております。新型コロナウイル
スの収束時期は不透明であり、当社の業績への影響を予測することは困難でありますが、提出日現在に
おいて、会計上の見積もりに影響を与えるほどの事象が発生しておりません。従って会計上の見積もり
は新型コロナウイルスの影響を考慮しておりません。
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